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北名古屋市市税条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市市税条例（平成１８年北名古屋市条例第５６号）の一部を次

のように改正する。 

第３６条の２第１項ただし書中「、寡婦（寡夫）控除額」を削る。  

第５４条第７項中「第１０条の２の１１」を「第１０条の２の１０」に

改める。 

附則第１０条の２第８項中「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条

第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第７条

第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項を同条第８項とし、

同条中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、

第２項の次に次の１項を加える。 

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住宅の敷地の用に供する

土地について、令附則第１２条第９項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、次に掲げる事項を

記載し、かつ、施行規則附則第７条第３項各号に掲げる書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 所有者の住所及び氏名 

 ⑵ 土地の所在、地目及び地積 

 ⑶ 令附則第１２条第９項各号に掲げる土地の区分  

附則第１１条の見出し中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平

成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条第６号中「附則第１８条

第７項（」を「附則第１８条第６項（」に、「準用する法附則第１８条第７

項」の次に、「、附則第１３条の３の場合にあっては法附則第１９条の４第

３項において準用する法附則第１８条第６項」を加え、同条に次の１号を

加える。 

 ⑻ 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１９条の３第４項 

附則第１１条の２の見出しを「（平成２５年度又は平成２６年度におけ

る土地の価格の特例）」に改め、同条第１項中「平成２２年度分」を「平

成２５年度分」に、「平成２３年度分」を「平成２６年度分」に改め、同



条第２項中「平成２２年度適用土地」を「平成２５年度適用土地」に、

「平成２２年度類似適用土地」を「平成２５年度類似適用土地」に、「平

成２３年度分」を「平成２６年度分」に改める。  

附則第１２条の見出し及び同条第１項中「平成２１年度から平成２３年

度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条第２項中

「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、「平成２１年度から平成２

３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、「、住宅

用地にあっては１０分の８、商業地等にあっては」を削り、同条第３項中

「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年

度まで」に改め、同条第４項を削り、同条第５項中「平成２１年度から平

成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項

を同条第４項とし、同条第６項中「平成２１年度から平成２３年度まで」

を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を同条第５項とす

る。 

附則第１２条の２の見出し中「平成２１年度から平成２３年度まで」を

「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条中「地方税法等の一

部を改正する法律（平成２１年法律第９号）附則第９条第１項」を「地方

税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４

年法律第１７号）附則第１０条第１項」に、「平成２１年度から平成２３

年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改める。  

附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２１年度から平成２３年度ま

で」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改める。  

 附則第１３条の２を次のように改める。 

 （市街化区域農地に対して課する平成２４年度以降の各年度分の固定資

産税の特例） 

第１３条の２ 市街化区域農地に係る平成２４年度以降の各年度分の固定

資産税に限り、平成２４年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地

に対して課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、当該市街

化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額を課

税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街



化区域農地のうち平成５年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地

に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当

該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の３分の１の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準と

なるべき額とした場合の税額とする。 

年度 率 

平成２４年度 ０．２ 

平成２５年度 ０．４ 

平成２６年度 ０．６ 

平成２７年度 ０．８ 

２ 市街化区域農地に係る平成２４年度以降の各年度分の固定資産税に限

り、平成２４年度に係る賦課期日後に令附則第１４条の２第１項に規定

する事情により新たに市街化区域農地となった土地に対して課する各年

度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となった土地に類似

する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該市街化区域農地となった土地が平成２４年度に係る賦課期

日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があったも

のとみなして、同項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定は、平成２４年度に係る賦課期日後に令附則第１４条の

２第２項第２号から第４号までに掲げる事由により新たに市街化区域農

地となった土地（当該事由の生じた日以後令附則第１４条の２第１項各

号に掲げる事情により新たに市街化区域農地となった土地を含む。）に係

る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第１項中

表以外の

部分 

平成２４年度以降 市街化区域設定年度（令附則第１４条

の２第２項第２号から第４号までに掲

げる事由の生じた日の属する年の翌年

の１月１日（当該事由の生じた日が１



月１日である場合には、同日）を賦課

期日とする年度をいう。以下本条にお

いて同じ。）以降 

平成２４年度に 市街化区域設定年度に 

第１項の

表 

平成２４年度 市街化区域設定年度 

平成２５年度 市街化区域設定年度の翌年度 

平成２６年度 市街化区域設定年度の翌々年度 

平成２７年度 市街化区域設定年度から起算して３年

度を経過した年度 

前項 平成２４年度 市街化区域設定年度 

前項 次項において準用する前項 

 附則第１３条の２の次に次の２条を加える。 

第１３条の３ 市街化区域農地に係る平成２４年度から平成２６年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格の３分の１の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域農地調整

固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整固

定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成２４年度から平

成２６年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該

市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０分の



２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満

たない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額と

する。 

 （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等）  

第１３条の４ 法附則第２９条の５第１項に規定する宅地化農地に対して

同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条

の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額する

ものとする。 

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第８条の３第２項第１号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 所有者の住所及び氏名 

 ⑵ 土地の所在、地目及び地積 

⑶ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分  

 ⑷ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した

年月日 

３ 法附則第２９条の５第３項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請

書に施行規則附則第８条の３第２項第２号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 所有者の住所及び氏名 

 ⑵ 土地の所在、地目及び地積 

 ⑶ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市

街化区域設定年度（法附則第２９条の５第１項に規定する市街化区域

設定年度をいう。）の翌年度の初日の属する年の１２月３１日までの間

に行うことができない理由 

 ⑷ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計



画策定等の区分 

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請

書に施行規則附則第８条の３第２項第３号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 所有者の住所及び氏名 

 ⑵ 土地の所在、地目及び地積 

 ⑶ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区

分 

 ⑷ 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がな

された年月日 

 附則第１４条中「又は第１３条の２」を「、第１３条の２又は第１３条

の３」に、「又は第１３条」を「、第１３条又は第１３条の３」に、「同条

第２項」を「附則第１３条の３」に改める。 

附則第１５条第１項中「から第６項まで」を「から第５項まで」に、

「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年

度まで」に改め、同条第２項中「平成２４年３月３１日」を「平成２７年

３月３１日」に改める。 

附則第２１条の次に次の１条を加える。 

第２１条の２ 法附則第４１条第１５項各号に掲げる固定資産について同

項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に

提出しなければならない。 

⑴ 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第４１条第１５項に規

定する特定移行一般社団法人等（以下この条において「特定移行一般

社団法人等」という。）に該当することを明らかにする書類  

⑵ 次に掲げる事項を記載した書類 

ア 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする土地の所

在、地番、地目及び地積並びにその用途 

イ 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途  

ウ 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする償却資産



の所在、種類及び数量並びにその用途 

⑶ 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第２条第１

項の博物館（次号及び第５号において「博物館」という。）を設置し

た年月日を記載した書類 

⑷ 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博

物館の用に供し始めた時期を記載した書類 

⑸ 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物

館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第１

号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一

般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類  

附則第２２条の次に次の１条を加える。 

 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特

例） 

第２２条の２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東

日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及

びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）により滅失（東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平

成２３年法律第２９号。以下この項及び次条において「震災特例法」と

いう。）第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項におい

て同じ。）をしたことによってその居住の用に供することができなくな

った所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供さ

れていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特例法第１１

条の４第６項に規定する譲渡をいう。）をした場合には、附則第１７条

第１項中「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号）第１１条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、

「同法第３１条第１項」とあるのは「租税特別措置法第３１条第１項」

と、附則第１７条の２第３項中「第３７条の９の５まで」とあるのは

「第３７条の９の５まで（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される場



合を含む。）」と、附則第１７条の３第１項中「租税特別措置法第３１条

の３第１項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される租

税特別措置法第３１条の３第１項」と、附則第１８条第１項中「第３６

条」とあるのは「第３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される

場合を含む。）」と、「同法第３２条第１項」とあるのは「租税特別措置

法第３２条第１項」として、附則第１７条、附則第１７条の２、附則第

１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。  

２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第３６条

の２第１項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に、前項の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に

限り、適用する。 

附則第２３条の見出し中「適用期限」を「適用期間等」に改め、同条中

「につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平成２３年法律第２９号）」を「につき震災特例法」に、「附則第４

５条第２項」を「附則第４５条第３項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第３

項若しくは第４項又は第１３条の２第１項から第５項までの規定の適用

を受けた場合における附則第７条の３及び第７条の３の２の規定の適用

については、附則第７条の３第１項中「法附則第５条の４第６項」とあ

るのは「法附則第４５条第４項の規定により読み替えて適用される法附

則第５条の４第６項」と、附則第７条の３の２第１項中「法附則第５条

の４の２第５項」とあるのは「法附則第４５条第４項の規定により読み

替えて適用される法附則第５条の４の２第５項」とする。 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３６条の２第１

項ただし書の改正規定及び次条第１項の規定は、平成２６年１月１日か

ら施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の北名古屋市市税条例（以下「新条例」という。）第３６

条の２第１項の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成２５年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例附則第２３条の規定は、平成２４年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成２３年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関す

る部分は、平成２４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平

成２３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  

２ この条例による改正前の北名古屋市市税条例（以下この項において

「旧条例」という。）附則第１２条第２項（住宅用地に係る部分に限

る。）及び第４項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金

法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号。第５項おいて「平

成２４年改正法」という。）附則第９条第１項の規定の適用を受ける土

地に対して課する平成２４年度分及び平成２５年度分の固定資産税につ

いては、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

旧条例附則第１２

条第２項 

前項 附則第１２条第１項 

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年

度分 

 

１０分の８ １０分の９ 



旧条例附則第１２

条第４項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年

度分 

 

第１項 附則第１２条第１項 

３ 平成２４年度分及び平成２５年度分の市街化区域農地調整固定資産税

額は、当該市街化区域農地調整固定資産税が、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に

１０分の９を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額を超える場合にあっては、新条例附則第１３条の３第１項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が０ .

９以上のものに係る平成２４年度分及び平成２５年度分の固定資産税の

額は、新条例附則第１３条の３第１項の規定にかかわらず、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域

農地据置固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農

地据置固定資産税額とする。 

５ 平成２４年改正法附則第９条第１項及び前項の場合における新条例の

規定（固定資産税に関する部分に限る。）の適用については、次の表の左

欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の



右欄に掲げる字句とする。 

附則第１４条 又は第１３条の

３ 

若しくは第１３条の３又は北名

古屋市市税条例の一部を改正す

る条例（平成２４年北名古屋市

条例第  号。以下「平成２４

年改正条例」という。）附則第３

条第４項の規定によりなおその

効力を有するものとして読み替

えて適用される平成２４年改正

条例による改正前の北名古屋市

市税条例（以下「平成２４年改

正前の条例」という。）附則第１

２条第２項若しくは第４項若し

くは第１３条の３第２項若しく

は第４項 

附則第１３条の

３ 

附則第１３条の３又は平成２４

年改正条例附則第３条第４項の

規定によりなおその効力を有す

るものとして読み替えて適用さ

れる平成２４年改正前の条例附

則第１３条の３第２項若しくは

第４項 

附則第１５条第１

項 

から第５項まで から第５項まで又は平成２４年

改正条例附則第３条第４項の規

定によりなおその効力を有する

ものとして読み替えて適用され

る平成２４年改正前の条例附則

第１２条第２項若しくは第４項 

 

 


